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ＦＭと青森県の取組

平成22年９月１日

青森県 総務部 財産管理課

テキスト１

～市町村ＦＭ研修会～
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なぜ青森県でＦＭが

１．庁内ベンチャー制度

職員提案を事業化し実践する機会

２．ＦＭ効果の「見える化」

維持管理コスト１億１千万円削減の効き目

３．組織風土と「全体 適」

場、文脈、人脈、ＷｉｎＷｉｎ

４．行財政改革と危機意識

御旗、キーマン、現場ネットワーク

「何としても青森県をつぶさない」
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第一フェーズ
トップとつながるまで
（職員発意のケース）

第二フェーズ
有効性の証明

１ 現場との信頼関係・ネット
ワーク

２ 現金削減の説得力

３ 財政との密接な関係

４ 見えないものの可視化技
法

５ 期待感の増幅

（都合よく使い始めるＦＭ）

１ 財政との良好な関係

２ 内部理解者、協力者、支
援者

３ トップの耳に伝わり目に
触れる

４ トップの見識が示される

５ 一定の内部浸透

（一目置かれる）
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第三フェーズ
組織的な体制

１ 施設と財産の融合と総合
調整権

２ 所有・管理・使用の分離

３ 短期（行財革）と中長期
（本筋）の旗印

４ お金の流れに入る

５ トップの意思決定に発言
力を持つ

第四フェーズ
県民の満足

１ 徹底した情報開示

２ マクロ管理の 適化

３ 長期的視点での戦略的資
本計画

４ 資源再配分の適正化

５ 県民が求める行政サービ
スの供給
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ＦＭとは？



経営活動とは

経営資源を

有効に活用して

組織の目的を達する

マネジメント

人
（人事）

金
（財務）

情報
（情報ｼｽﾃﾑ）

物
（ﾌｧｼﾘﾃｨ）

経営

人
（人事）

金
（財務）

情報
（情報ｼｽﾃﾑ）

物
（ﾌｧｼﾘﾃｨ）

経営

有効活用とは

・ ムダ・ムリ・ムラ（３M）をなくすこと

・ 要らないものは持たないこと

ファシリティマネジメントとは： 「経営活動」

企業・団体等が組織活動のためにファシリティを

総合的に、企画、管理、活用する経営活動

中津元次氏・松成和夫氏作成資料



ファシリティを資産として
経済的なコストで 財務目標

長期にわたって ライフサイクル

良好なファシリティを 品質目標

小必要なものをタイムリーに 供給目標

提供すること

ファシリティマネジメントの目標

品 質

財 務

供 給

・ファシリティコスト
（≒施設運営費）

・施設関係投資
・施設関係資産

・ライフサイクルコスト

・需給対応性

・施設利用度

・品格性
・快適性
・生産性
・信頼性
・満足度

・環境保全性

地域性

居住性、バリアフリー

データベース、IT、執務環境

耐震、劣化保全、防災安全

利用者満足度、職員満足度

長寿命、省エネルギー

ＦＭの目標と評価は表裏一体

中津元次氏・松成和夫氏作成資料



ファシリティマネジメントは「ヨコ」の機能

「ヨコ」組織は、リーダーの統治（ガバナンス）を支援する

・経営資源（人・金・情報・施設）の全体 適化によってリーダーを支援する

・機能組織として、「タテ」組織（事業別）のチェック・アンド・バランス（統廃合）を図る

「タテ」組織は、リーダーから委ねられる経営資源を駆使して、その事業に専念する

・事業の生産性・競争力が高まる

「タテ」組織（事業別）

AA CCBB DD EE

人事

財務

情報

FM

「
ヨ
コ
」組
織
（機
能
別
）

首 長
「タテ」組織（事業別）

AA CCBB DD EE

人事

財務

情報

FM

「
ヨ
コ
」組
織
（機
能
別
）

首 長

今まで これから

中津元次氏・松成和夫氏作成資料



公共FM戦略の全体構想： 量・質・コスト・CO2の見直し

長寿命化計画保全

現在の施設群 将来の施設群

現在余剰
顕在・潜在

将来余剰

将来付加機能劣化
耐震･環境

総
量
縮
減

質
の
見
直
し

量
の
見
直
し

コ
ス
ト
の
見
直
し

Ｆ
Ｍ
デ
ー
タ
の
見
え
る
化

Ｃ
Ｏ

の
見
直
し

2

コ
ス
ト
縮
減
・Ｃ
Ｏ

縮
減

2

中津元次氏・松成和夫氏作成資料



使用調整

総量縮減プロセスの新しい役割分担

利用度
評価

庁外貸付

活 用

統 合

公益・地域
団体

関係団体

余 剰

用途変更
利用（使用）

データ

適正規模
基準

余 裕

売 却民間企業

証券化売却・譲渡

YES

YES

NO

NO

学級／学校

児童数／学級

ベンチ
ﾏｰｷﾝｸﾞ

使用管理

計画保全

FM統括

管財

庁内転用

国・県・市
連結団体

NPO
JA、郵便

処 分
証券化売却不能資産

所管

２．総量縮減の戦略・計画

対策： FM推進が総量縮減（戦
略・計画＆使用調整）を統括す
る

中津元次氏・松成和夫氏作成資料
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ＦＭ導入の背景と経緯

りんごや本マグロだけじゃない・・・
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地方自治体施設の状況と課題

 土地
約3億km2と国土面積の8.0％（2005年度末）

（道路、橋梁、河川、海岸、港湾及び漁港の用地を除く）

 建築物
約5億4,000万m2と推計（2001年）

2010年にはほぼ半数の施設が築後30年経過と推定

 耐震化率（2008年度末）
防災拠点となる施設191,792棟の65.8％

18％の38,728棟は耐震診断すら行っていない

 「質」と「量」の不適合
老朽化や耐震性能不足などの課題と、行革廃止・市町村合併による余剰、学校

統廃合等による遊休・低利用化のミスマッチ
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青森県の人口推移

ピーク（1985国勢調査・1,524,448人）から
2010年：約9%減少 2020年：約17％減少

日本の将来推計人口・都道府県の将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）より作成
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青森県の財政状況 基金残高の推移

平成２０年度の基金残高 ３１６億円
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財政改革プラン策定時(H15.11)

中期財政試算ﾛｰﾘﾝｸﾞ(H16.5)

中期財政試算ﾛｰﾘﾝｸﾞ(H17.10)

中期財政試算ﾛｰﾘﾝｸﾞ(H18.10)

決算状況

財政再建団体転落ライン
（△１７０億円程度）
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知事庁舎

503,182.27㎡

23.7%

県営住宅

400,019.74㎡

18.8%

知事公舎

59,823.01㎡

2.8%
教育庁舎

125,783.00㎡

5.9%

県立学校

857,135.02㎡

40.4%

教育公舎

34,355.04㎡

1.6%

警察庁舎

102,953.54㎡

4.8%

警察公舎

39,687.60㎡

1.9%

知事庁舎

1,172棟

28.3%

県営住宅

310棟

7.5%

知事公舎

337棟

8.1%
教育庁舎

87棟

2.1%

県立学校

1,394棟

33.6%

教育公舎

278棟

6.7%

警察庁舎

301棟

7.3%

警察公舎

264棟

6.4%

前年度から、△94棟、△11万㎡ （主な理由）独法化による移動

計4,143棟 約212万m2
上段：分類
中段：棟数（棟）
下段：率

上段：分類
中段：延床面積（m2）
下段：率

県有施設の現況（平成21年度末現在）

棟数 延床面積
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施設建設の推移（竣工年・延床面積）

過半の施設が築後30年を迎えるのも間近
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青森県ＦＭの理念と目的

ＦＭ
施設経営
管理の

適化

県有施設
効用の

大化

執務環境・
居住環境
の改善

環境負荷
の低減

施設運営
コスト

小化

社会ニー
ズへの柔
軟な対応◇青森県ＦＭの活動像

時代変化とともに

県民の行政ニーズに

的確に対応する行政サービスを

公平に安定して供給し

小の費用と環境負荷により

合理的な意思決定を持って

共有財産の負託に正当に応える

県有施設の経営管理活動を目指します



18

青
森
県
Ｆ
Ｍ
年
表

2001
始まり

県行革見直しの意見に“ファシリティマネジメント”登場

青森県行政改革大綱における位置付け

2002
調査研究

政策形成推進調査研究事業でのＦＭ導入調査研究

チームＦＭ（全庁11名）

2003
事業化

庁内ベンチャー制度に職員5名で提案し、知事が採択

「県有施設管理運営におけるＦＭ導入推進事業」

2004
導入

新設の行政経営推進室に、提案者5名をＦＭ担当として配置

維持管理業務の支援とコスト削減 →2ヵ年で2億6千万円の削減

2005
枠組＆道具

事務事業の「枠組」づくり → ＦＭ推進体系

必要となる「道具」づくり → 施設評価手法＆ＬＣＣ試算手法

2006
推進

全県有施設で施設情報システムを稼動

廃止施設等の利活用と県有施設の利用調整を開始

「青森県県有施設利活用方針」を制定

2007
組織化

公有財産管理の取組の充実強化のため財産管理課を新設

県の正規の事務事業に「ファシリティマネジメントに関すること」

庁内に「県有不動産利活用推進会議」を設置

第2回日本ファシリティマネジメント大賞『 優秀賞』受賞
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提案者事業実施（庁内ベンチャー）制度

１概要

提案者（グループ５人以内）が企画立案した事業を自ら実施
する制度

２目的

(1) 現下の厳しい財政状況の中で、コスト感覚を持った成果重視
の事業、費用対効果（投資効果）の高い事業の実施を促進。

(2) 提案者が、企画立案した事業を自ら実施することによっ
て、職員のアイディア、チャレンジ意欲を引き出す。

なお、提案内容は現在の職種・担当業務の関連を要しない。

３事業期間及び事業費

・事業期間 ２年以内

・事業費 ２年間で合計１億円以内（職員人件費を除く）

※平成15年度募集時
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2003事業化 庁内ベンチャー

 第１段階 施設情報の収集
施設経営のための施設管理データベース整備

◎◎本格運用のための施設運営の基盤構築本格運用のための施設運営の基盤構築
施設経営統括組織、建築物保全、財産管理運用
など施設経営体系の基盤構築

「庁内不動産コンサルティング会社」提案書（抜粋）

 第２段階 情報をもとに戦略的提案
施設維持管理業務の 適化による委託費の節減

アウトソーシングの提案

 第３段階 具体的な成果を定量的に
施設毎の評価手法

アカウンタビリティ向上かつ経営的判断

事業概要
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 維持管理業務委託費の節減

１億９，５００万円

施設管理データベース作成施設
合同庁舎及び青森・弘前・八戸市の主要県有施設

６４施設、１１２棟、延床面積約３３万５，０００㎡

推定の年間維持管理業務委託費１３億円を

１年目 ５％の ６，５００万円節減

２年目 １０％の １億３，０００万円節減

 人件費を含めた２年間の所要経費

約１億１，０００万円

 ８，５００万円の利益を確保しつつ、FMの基盤整備

「庁内不動産コンサルティング会社」提案書（抜粋）

ベンチャー会社の採算性

2003事業化 庁内ベンチャー
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①維持管理業務委託実態調査（平成１６年度～）

・全２５６施設／全業務委託（平成１５年度実績）を対象

②清掃等業務委託適正化の試行

・委託仕様・積算方法の標準化／積算プログラム作成

／参考数量の公開

契約件数：約２,５００件、契約総額：約３４億円

削減効果 １７年度（１６年度取組）約１億１千万円（３７施設）
１８年度（１７年度取組）約１億５千万円（７０施設、設備等）

２ヵ年累計 約２億６千万円削減

2004導入 施設維持管理業務適正化
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建設費

修繕費
改修費

運用費
（光熱水費等）

保全費
（清掃,運転点

検等）

一般
管理費等

施設のライフサイクルコスト（ＬＣＣ）

施設の設計費・建設費などの初期投資（イニシャルコスト）と、維持保
全費・運用管理費などの施設運営費（ランニングコスト）及び解体処
分までの「建物の生涯に必要な総費用」
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適正化の手法

１ 積算方法の標準化 －「積算基準」の採用

２ 委託仕様の標準化 －「共通仕様書」の採用

３ 数量公開 －入札参加者に積算数量を公開

委託料算定基準
（試案）

特記仕様書
（試案）

積算プログラム

 「配置する人数」ではなく「清掃を行う面積」
 労務数量は積算基準による客観性
 労務単価は地域の実態に即した適正な金額
 作業する範囲と方法は仕様書に明示

 公開数量と「積算基準」により入札金額の積算
が可能

 業務内容に変更があった場合にも円滑な契約
変更が可能
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共通仕様書と積算基準
（国土交通省監修）

「標準歩掛かり」

全国調査（昭和６３年～平成５年）
の統計値

部屋、仕上げ、作業内容毎の各清
掃員の標準的な作業人数

仕様項目についての単位数量あ
たりの労務量

標準的な委託仕様は「歩掛かり」に
よる積算の組み立てが可能
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2005枠組 青森県ＦＭ推進体系
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2005道具 施設評価手法＆ＬＣＣ試算手法

■■ＬＣＣ試算手法の目的ＬＣＣ試算手法の目的

県有施設全体の３０年間の
現状ＬＣＣを把握

財政負担の軽減と平準化に
向けたシミュレーション

資産戦略に基づいたＬＣＣの適正化

県有施設の性能と価値の把握

施設再生や転用など利活用・
廃棄に向けた適合性の判定

評価に基づく資産戦略の実行と

総量縮小の実現

■■施設評価手法の目的施設評価手法の目的
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各施設管理者 システム管理者

維
持
管
理
等
情
報

分

析

関
連
情
報
提
供

業
務
支
援

BIMMS

基本情報管理

施設管理

保全計画管理

総合評価機能

Ａ庁舎
Ｂ県立学校

Ｃ警察署

Ｄプラザ

Ｅアリーナ

施設情報システムの導入を段階的に行い、平成18年度から保全情報システム（ＢＩＭＭＳ）

を全県有施設（県営住宅及び職員公舎を除く）で稼動させた。

2006推進 施設情報システムの整備
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◇主 旨
公有財産管理の取組の充実強化

◇定 数
２１名（事務１１、建築５、設備１、守衛３、技能１）

2007組織化 「財産管理課」の新設
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2007組織化 実施体制の充実強化
□県有財産の業務部門 ■新組織の設置

○総務部行政経営推進室（ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当）
○出納局経理課（財産管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ）
○総務部総務学事課（施設管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ）
○県土整備部建築住宅課（営繕指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ） ○県土整備部建築住宅課（営繕指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ）
○教育庁 ○教育庁
○警察本部 ○警察本部
○出先機関 ○出先機関

方針・調整 方針・調整

統一基準 統一基準

情報共有 情報共有

修繕執行指導

売却一元化

共同利用

１．全庁利活用調整 １．土地・建物の利活用調整の一元化
①土地：県有地利活用調整会議 ２．資産運用と管理総括の統合による調整力強化
②建物：県有施設利活用調整会議 ３．施設保全情報の共有による計画保全の推進

２．利活用方針の策定 ４．県有財産（土地、建物）の売却窓口の一元化
３．維持管理業務委託の統一基準 ５．職員公舎の共同利用
４．保全情報システムの全施設稼働
５．県有建築物維持保全連絡会議による保全指導

主な
業務改善

平成１８年度 平成１９年度

業務内容
及び

対象施設

○総務部財産管理課
（ＦＭ推進、財産総合調整、管理統括部門の統合）組　織

本
庁
舎
・
合
同
庁
舎

職
員

公
舎

出
先
庁
舎
等

県
立
学
校
等

警
察
署
等

教
育

公
舎

警
察
公
舎

本
庁
舎
・
合
同
庁
舎

職
員

公
舎

出
先
庁
舎
等

県
立
学
校
等

警
察
署
等

教
育

公
舎

警

察

公

舎

廃止・遊休施設（土地・建物）
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2007組織化 県有財産経営管理コンサルティング
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普及啓発活動

 ファシリティマネジメント講演会の実施

16年度以降、外部講師を招聘し9回開催

延800名参加（民間事業者、

ＮＰＯ、県・市町村職員等）

 施設管理担当者研修会の実施

17年度以降、7回実施

延632名参加（県職員）

 民間施設への外部展開

民間事業者への、コンバージョン事業展開によるビジネスモデル
立ち上げの支援

 視察調査等への対応

21年度の例 調査対応8件、県外講演11件等
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組織化までを振り返って

◇遅いが着実な歩み
 推進役となる職員の存在
 職員提案を受けとめる優れた制度
 推進力（トップの意向、行財革）
 ＦＭ効果の浸透
◇ぶれない考え方
 調査研究段階が重要
 アドバイス、応援団の存在
◇権限・組織の必要性
 権限の発揮と事務分担の明確化
 組織化成績 １勝１敗（１７年度●、１８年度○）
◇組織風土・文化との融合
 危機意識「なんとしても青森県をつぶさない」
 支援と賛同
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第2回日本ファシリティマネジメント大賞

【優秀FM賞】
青森県、ＮＴＴ東日本・西日本、名古屋大学、マイクロソフト
【 優秀賞（鵜沢賞）】
青森県におけるファシリティマネジメントの導入・推進
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青森県ＦＭの評価

【受賞物件の特徴】

都道府県レベルでのFM導入・実施例である。

2001年にFMが青森県の行革大綱に位置づけられてから、6年に
なる。

2003年度に「庁内ベンチャー制度」を利用してFMの導入が始ま
り、その後3カ年のうちにFMを全庁的なものとするところまで発展
を遂げている。

外部の関心も高く、他の地方自治体の見学・視察も多く、青森県
のブランディングにも寄与している。

【審査委員会講評】

「地方自治体職員による自発的かつ啓蒙的なＦＭ活動の推進展
開」であり、他の自治体にも大きい影響を与えつつある事例と高く
評価された。
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～第一次産業の元気は地域経済の元気！！～～第一次産業の元気は地域経済の元気！！～

青森県の「攻めの農林水産業」

「決め手くん」です

知事も一緒にトップセールス

「決め手くん音頭」もあるよ！

(仮称)全国ゆるキャラ大賞

の野望を胸に秘める

青森県の施設資産の利活用
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青森県利活用の特徴

◇施設の棚卸し
・「負の遺産」の洗い出し
・定量等客観的評価
・ムリ・ムダ・ムラの排除

◇超長期の視点
・価値感の継承
・ＬＣＣシミュレーション
・「資産戦略」

◇財源不足への対応
・維持経費削減の徹底（地方＝コスト削減＞売却収益）
・関連経費の財源確保

◇新しい行政経営への対応
・公民連携型による「公共」の実現を模索
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青森県県有施設利活用方針（19年3月制定）

◇方針の目的

ＦＭの考え方に基づき、全庁的な共
通認識のもとで利用調整を行い、県
有施設の有効な利活用を推進

◇取組の推進方向
（１） 保有総量縮小の推進

① 施設アセスメントの実施
② 公有財産の積極的な売却

（２） 県有施設の効率的活用の推進
① 職員公舎の共同利用・集約化
② 執務スペースの標準化

（３） 県有施設の長寿命化の推進
① 施設整備方針等の策定
② 施設維持管理業務適正化
③ 業務支援及び普及啓発活動
④ 施設情報システムの整備

施
設
の
選
別

将
来
の
施
設

　　　　　積極的な売却等

・現在の遊休施設
・将来的な利用が見込めない施設
　（人口減少／行政改革）

　共同利用・省スペースによる集約

・利用状況の検証
・施設間の利用調整

　　目標年数に至るまで計画保全

・長く利用する施設への重点的措置
・長期的な財政負担予測と縮減

１．保有総量縮小

２．効率的利用

３．長寿命化

利
用
し
な
い

利
用
す
る

現
在
の
施
設
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■改修、改築周期の設定

パターンＡ：現状（現在の施設量保持）

長寿命化改修 60年または88年使用

パターンＢ：現状＋統廃合（行政改革による施設減）

パターンＣ：パターンＢに加えて施設整備方針（施設の長寿命化）

パターンＤ：パターンＣに加えて総量縮小（人口推計をベースに5％縮小）

40年 80年

改築 改築

施設減

（一般施設60年）

長寿命化改修

総量縮小

40年

改築

80年

改築

■建物の概要の設定

用途（庁舎、校舎、体育館）、地域（県内４区分）、建設年代等

（長期使用施設88年）

60年または88年使用

（一般施設60年） （長期使用施設88年）

LCCスタディにおける設定内容
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ライフサイクルコスト試算結果（３０年間）

パターンA
（現施設量保持）

パターンＢ
（Ａ＋行革統廃減）

パターンC
（B＋長寿命化）

パターンD
（Ｃ+総量縮小）

条 件

●現行通り施設維
持
●40年で改築

●一部施設を廃棄
または譲渡

●同左

●同左

●60または88年使
用

●同左かつ老朽施
設廃止

●60または88年使
用

ＬＣＣ総額
（30年間）

５，７７１億円

（１９２億円／年）

５，５６７億円

（１８６億円／年）

（△７億円／年）

４，９０８億円

（１６４億円／年）

（△２９億円／年）

４，５７５億円

（１５３億円／年）

（△４０億円／年）

課 題

●ファシリティコス
トの削減

●建替費用の削減 ●改修、建替の平
準化

●廃止、転用、再
生施設の選別

●転用への利用調
整

対応策
●施設数の削減 ●長寿命化改修

の導入
●総量縮小 ●施設評価に基づ

く施設戦略



4141

パターン別のLCC把握
パターンA
パターンB
パターンC
パターンD

700

500

100

300

500

700

100

300

（億円）

2010 202520202015 2030

（年度）

パターンDでも経費負担が突出

LCC平準化の検討

パターンDを平準化
・施設評価実施による施設の選択、総量縮小
・劣化度調査等による優先順位付け

平準化ライン

行財革
抑制後

LCC把握から平準化へ
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取組体制

県有不動産利活用推進会議

◇会議の所掌

（１）青森県県有施設利活用方針に基づく取組の推進

（２）未利用地等の利活用の推進

（３）その他、県有不動産の有効活用を図る上で必要な事項

◇組織

各部局主管課長等をもって１９年６月に設置

◇予算編成への反映

決定事項に係る所要経費の財源は、ＦＭに係る「緊急課題・
行財政改革対応経費」とし、各部局のシーリング外
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庁舎等の利活用の検討

（１） 検討対象
① 建物：廃止・遊休施設、低利用施設
② 土地：廃止施設用地、未利用地、低利用地

（２） 検討の進め方
① 県内部の利用調整と利活用

・ 庁舎移転や土地利用等を希望する出先機関及び建
物性能が低い施設等の出先機関

・ 借上事務所や借地の解消
② 市町村の利活用

・ 所在市町村への照会
③ 売却等の利活用

・ 売却等要件の確認
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計画案等の検討（22年度の例）

（１） 資産戦略及び中期実施計画の策定
県有施設全体の活用方向を定める「資産戦略（案）」及び個別施設の

具体的な活用計画を定める「中期実施計画（案）」を策定する。

（２） オフィススタンダードの推進
①本庁舎：「本庁舎オフィススタンダード及び同運用」に基づく取組を

推進する。

②合同庁舎：一人当りの執務面積、収納量等の標準を「合同庁舎

オフィススタンダード」として策定する。

（３）職員公舎の集約等
職員公舎集約・共同利用計画の進行管理及び共同利用公舎の調整

等を行なう。



45

＜庁舎等＞利用状況調査

◇特徴と検討課題

【1人あたり面積】庁舎により不均衡
【会議室稼働率】本庁高く単独庁舎低い
【借上賃料】相場より高い事務所がある
【研修施設稼働率】低い
【寄宿舎利用率】低い

2,861
41%

1 ,157
17%

78 ,621
36%

109 ,799
50%

91
1%

2,870
41%

2,224
1%

28,073
13%

本庁

合庁

単独庁舎

借上事務所

（外側）延床面積
合計 218,718m2

（内側）職員数
合計 6,979人
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八戸合同庁舎
【課題】狭隘

Ｂ．単独庁舎
【課題】老朽化

◎八戸水産事務所

◎三八地方漁港漁場整備事務所

移転

Ａ．単独施設
【課題】利用見込なし

市街化調整区域に立地
売却収入＜解体費用

●海洋学院（H19．3月廃止）

<凡例> ◎移転機関

●廃止機関

Ａ．改修・継続使用

《水産関係機関の集約と県立学校での活用》
◎八戸水産事務所
◎三八漁港漁場整備事務所
○八戸水産高校実習棟

Ｂ．売却（三八漁港漁場整備
事務所跡地）

移転後

廃止される県有施設の利活用案の検討にあたって、地域に所在する他の県有施設が抱
える課題も含め、総合的な視点から効率的かつ効果的な利活用方策の検討を行った。

校舎棟

実習棟

庁舎等の利用調整事例



47

調整後

室名 執務室面積/人
（室面積） m2

環境管理

事務所

7.60 （106.42）

Ａ事務所 9.64 （37.62）

Ｂ課 7.87 （31.49）

環境管理倉庫 － （21.44）
・
・
・

・
・
・

調整前

室名 執務室面積/人
（室面積） m2

Ａ事務所 11.76 （47.02）

Ｂ課 14.85 （59.04）

第2会議室 － （37.62）

第3会議室 － （52.93）

・
・
・

・
・
・

※弘前合同庁舎全体の1人当り執務室面積 8.0m2/人

弘前環境管理事務所（職員14名）
（民間賃貸ビルに入居）
年間賃料 4,158千円

弘前合同庁舎

合同庁舎の執務室と会議室の調整

借上事務所の解消事例（20年度）
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施設資産の利活用

資産戦略及び中期実施計画の策定
① 施設アセスメントによる利活用パターンの選択
② 全庁的な有効活用の調整
③ ライフサイクルコストシミュレーションによる保有コストの検証
④ 長期的財政負担を考慮した県有施設全体の「資産戦略」の策定
⑤ 個別施設の具体的な活用について「中期実施計画（５年間）」の策定
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施設資産の利活用

庁舎等の資産整理の考え方
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評価の観
点

性能等 項目例
評価 利用調整

資産 利用度 可変性

建物性能

安全性 遵法性、防災対策、防災・防犯 ○

機能性 バリアフリー対応、情報化対応、 ○

可変性 フレキシビリティー ○

環境対応性 省エネルギー ○

耐久性 残存年数値、建築劣化度、設備劣化度 ○

外部需要

物理的価値 敷地面積、延床面積、 大増床可能面積 ○

地域インフラ 駐車場、道路アクセス ○

周辺施設 近隣の公共施設の数 ○

経済的価値 立地条件、施設全体劣化度 ○

遵法性 集団規定適合 ○

地域特性 雪対策 ○

文化的価値 施設の文化的価値 ○

利用状況 利用度 施設利用状況 ○

管理効率 効率性 維持管理費効率、光熱水費効率 ○

内部需要 満足度 利用者満足度、職員満足度 ○

施設評価手法 （評価の観点）
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施設評価手法
（利活用パターンと施設特性の適合性の考え方）

定義
対象となる施設特性

建物
性能

外部
需要

利用
状況

管理
効率

内部
需要

建替
既存の施設を取壊し、新たな施設を
建築すること。 × ※ ○ - ○

転用
異なる用途に変更すること。大規模
改修を行う場合は含まない。 ○ ○ × - ○

再生
躯体の補強と内外装の必要な更新を
行い長寿命化を施すこと。 × ○ ○ - ○

維持
現状のまま、効率的・効果的な管理
や修繕を行い、大事に使うこと。 ○ ○ ◎ ○ ◎

運用
施設を現状のままで、ＮＰＯや民間等
に貸し付けること。 ○ ◎ × ○ ×

売却
建物は現在の状態で土地とともに売
却すること ○ ◎ × × ×

解体
建物を解体し、土地のみの状態で売
却あるいは運用すること × × × × ×

施設評価の結果、適合性の高い活用パターンの中から戦略を決定の上、実行する。

◎‥高い ○‥比較的高い、一定レベル以上 ×‥低い、一定レベル以下 －‥特性対象外
※‥詳細項目毎に異なる

［凡例］



52施設評価概要シート 施設評価結果シート

青森県施設評価シート
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各モデルの施設評価結果は以下である。
評価結果として各利活用パターンへの適合性が判定される。

施設評価手法（モデル施設評価 適合性判定）

1.00.0 0.5 0.7 0.9×

十和田合同庁舎 社会教育ｾﾝﾀｰ 青森西高校 弘前工業高校

適合性 判定 適合性 判定 適合性 判定 適合性 判定

建替 0.39 × 0.36 × 0.29 × 0.36 ×

転用 0.76 ○ 0.84 ○ 0.76 ○ 0.84 ○

再生 0.61 △ 0.56 △ 0.33 × 0.61 △

維持 0.74 ○ 0.87 ○ 0.87 ○ 0.87 ○

運用 0.72 ○ 0.81 ○ 0.75 ○ 0.75 ○

売却 0.74 ○ 0.74 ○ 0.74 ○ 0.71 ○

解体 0.24 × 0.12 × 0.16 × 0.12 ×

十和田合同庁舎 社会教育ｾﾝﾀｰ 青森西高校 弘前工業高校

適合性 判定 適合性 判定 適合性 判定 適合性 判定

建替 0.39 × 0.36 × 0.29 × 0.36 ×

転用 0.76 ○ 0.84 ○ 0.76 ○ 0.84 ○

再生 0.61 △ 0.56 △ 0.33 × 0.61 △

維持 0.74 ○ 0.87 ○ 0.87 ○ 0.87 ○

運用 0.72 ○ 0.81 ○ 0.75 ○ 0.75 ○

売却 0.74 ○ 0.74 ○ 0.74 ○ 0.71 ○

解体 0.24 × 0.12 × 0.16 × 0.12 ×

△ ○ ◎
適合性判定の指標値

十和田合同庁舎 社会教育ｾﾝﾀｰ 青森西高校 弘前工業高校

適合性 判定 適合性 判定 適合性 判定 適合性 判定

建替 0.39 × 0.36 × 0.29 × 0.36 ×

転用 0.76 ○ 0.84 ○ 0.76 ○ 0.84 ○

再生 0.61 △ 0.56 △ 0.33 × 0.61 △

維持 0.74 ○ 0.87 ○ 0.87 ○ 0.87 ○

運用 0.72 ○ 0.81 ○ 0.75 ○ 0.75 ○

売却 0.74 ○ 0.74 ○ 0.74 ○ 0.71 ○

解体 0.24 × 0.12 × 0.16 × 0.12 ×
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保有総量縮小の推進

施設アセスメントの実施

 施設アセスメントとは
県有施設の安全性等の「性能」及び資産や利用状況等の
「価値」の評価

 施設アセスメントのツール
青森県施設評価手法

 実施状況
18年度 合同庁舎等8施設

19年度 庁舎等38施設

20年度 県立学校86校

21年度 警察施設等25施設、福祉施設ほか22施設



55

2

4
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8
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12

14

16

18

0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85

Ａ－１（ア地域）

Ｃ－２（ウ地域）

Ｃ－９（オ地域）

Ｃ－４（ア地域）

Ｃ－３（イ地域）

◆※Ｃ－６（ア地域）

Ｃ－８（オ地域）

Ｃ－１０（カ地域）
◆※Ｄ－１（ア地域）

Ｄ－２（ア地域）

Ｄ－３（イ地域）

Ｄ－４（ウ地域）

Ｄ－５（エ地域）

Ｄ－６（エ地域）

Ｄ－７（エ地域）

Ｄ－１１（オ地域）

◆Ｄ－１３（カ地域）（執務室面積：31.4㎡）

Ｄ－１４（カ地域）

Ｅ－１（ア地域）

Ｅ－２（ア地域）

Ｅ－４（エ地域）

Ｅ－３（ア地域）

◆Ｅ－５（オ地域）（執務室面積33.3㎡）

Ｆ－１（ア地域）

Ｃ－１（オ地域）

Ｂ－１（ア地域）

Ａ－２（ア地域）

Ｄ－８（エ地域）

Ｃ－７（エ地域）

Ｄ－１２（オ地域）

Ｄ－９（エ地域）

Ｄ－１０（エ地域）

一

人

当

り

の

執

務

室

面

積

㎡

（
縦

軸

）

維　　　　　持　　（　横　軸　）

職員一人当りの

執務面積の平均

各施設のポジショニングマップ

（維持の適合性とスペース利用度の散布図）

維　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持低 高

狭
　
隘

余
　
裕

Ｃ－５（ア地域）

H19庁舎結果

施設アセスメント活用例【庁舎】
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施設アセスメント活用例【校舎】
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保有総量縮小の推進

新たな施設経営手法の検討

用途転換

耐震補強等（必要に応じ）

運営・管理

県

金融機
関

民

県有施設

協力関係構築・
初期段階から関与

事業提案・賃貸契
約

公 募 ・ 選
定

融資・モニタリング

無担保

【用途転換事業スキーム例】

公民連携による公共目的の県有財産利活用について、事業の仕組み
とプロセスづくり及びパイロット・プロジェクトを検討し、新しい手法による
県有財産の有効活用手法の検討を行った。（18年度）
※公民連携：通称ＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナーシップ）：

公共と民間の連携・協働によって公共性の高いプロジェクトをよりよく進めていくもの。
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保有総量縮小の推進

積極的な売却等
の実施

◇積極的な情報提供とＰＲ
 インターネット、地銀、商工団体、宅

建業等

◇土地建物一括売却の推進
 迅速化、事務軽減、先行投資回避

◇宅建業業者への県有財産売却
業務委託の導入（20年度～）

 宅建業者へ売却可能性調査から事
後対応に至るまでの一連の業務等を
委託

◇21年度実績
 入札等件数71件、売却件数37件
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売却業務の取組

 売却不調物件6件について専属専任媒介を宅地建物取
引業者と契約（手数料入札）（19年度）

 インターネット公有財産売却システムによる売却の実施
（19年度）

 県有財産売却業務委託の導入（20年度）

入札実施前からの売却業務の多くの部分を宅地建物
取引業者に委託（プロポーザル方式）

 期間入札制度の導入（20年度）

 大規模物件及び県外所在物件について県有財産売却
業務委託を実施（21年度）
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売却実績
年度 区分 対象件数 売却件数 売却金額（千円） 平均落札率

17 直営 9 6 260,161 101.4%

18 直営 9 4 326,460 107.9%

19 直営 13 6 285,851 101.1%

20 委託 46 20 178,989

直営 6 2 22,419

計 52 22 201,408 111.6%

21 委託（⑳分） 15 15 61,659

委託（公舎等） 48 14 101,896

委託（特定） 7 7 151,490

直営 1 1 13,250

計 71 37 328,295 124.3%
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共同利用等による集約

使い続ける
公舎

1,554戸

全体で3割の
空戸数

入居率の
偏り

廃止する
公舎
746戸 二次廃止

244戸
（22公舎）

計画対象
2,300戸

（281公舎）

・共同入居
・大規模公舎等への集約

適正管理

遊休公舎の廃止

・一定の居住水準確保
・余剰敷地の売却・貸付

一次廃止
502戸

(108公舎)
集
約
・
共
同
利
用
計
画

共同利用
見込
93戸

・廃止検討基準

入居率、耐用年数、
耐震性能、土地利用効率

・新規入居停止
・継続入居は原則３年を限度

平成25年度計画期間6年間平成20年度

知
事
部
局
職
員
公
舎

警
察
本
部
職
員
公
舎

教
育
庁
職
員
公
舎

県有施設の効率的活用の推進

職員公舎集約・共同利用計画



62

効率的活用の推進

利用空間の 適化と
余裕スペースの有効活用

◇執務スペースの標準化

 本庁舎の利用状況及び職員意識調査の実施（19年度）

 「本庁舎オフィススタンダード」の策定（20年度）

◇庁舎等の余裕スペースの貸付等

 庁舎等の余裕スペースや売却困難な廃止予定公舎につい
て、有効活用を図るため民間事業者への貸付を検討

 単独庁舎の一部（2階）の貸付公募（21年度）



6363

県有施設の効率的活用の推進

本庁舎オフィススタンダード（21年3月制定）

 目的
執務室を配置する際に適用する共通の原則や標準的な指標を示し、不均衡是正

や空きスペースの集約等、機能的なオフィスレイアウトと省スペースを図ること

 オフィスづくりのビジョン
①安全、健康に働けるオフィス

②知的生産性を向上させコミュニケーションを活性化するオフィス

③訪問者に良い印象を与え県のイメージアップに貢献するオフィス

 原則
①安全の確保 ②移設費用の縮減

 指標
①執務面積：7m2/人 ②収納量：個人1.5fm/人、共有6fm/人 等
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初
期
の
水
準

＋

－

施設アセスメントに基づく適切
な性能向上と計画保全

補修
修繕

改修

（延命化）

再生

（長寿命化） 躯体要求
性能

確保困難

建替維持 （転用）
計画保全による性能水準維持と向上

まずは既存施設の
転用を検討

転用可能 転用不可

新築の要求水準

改修の限界水準

経年劣化

陳腐化

不具合

利用ニーズも低ければ
売却等

県有施設の長寿命化の推進

長寿命化に向けた長期保全計画及び技術指針の策定
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県有施設の長寿命化の推進

「還暦」・「米寿」まで生きる活かす

青森県県有施設長寿命化指針（平成20年3月）

目標使用年数≒構造体の物理的耐用年数

 長寿命化の目標として、施設使用の計画期間である「目標使用年数」を
設定

 鉄筋コンクリート造の耐久設計強度等から導かれる限界期間を物理的
耐用年数として位置付け

区 分 目標使用年数 供用限界期間

新築施設
長期使用 100年超

一般
88年

およそ100年
（既存はH9以降設計

または調査確認）
既存施設

長期使用

一般 60年 およそ65年
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県有施設の長寿命化の推進

計画修繕（更新）の周期的な実施

種別 使用区分 築後20年 築後40年 築後60年

庁舎

一般
屋上防水
空調熱源
ポンプ類

躯体以外の建築全般
電気設備（機材のみ）
機械設備全般

長期使用 同上
躯体以外全般
バリアフリー対応

屋上防水
電気設備（機材のみ）
機械設備全般

校舎

一般
屋上防水・外壁塗装
内装（仕上げのみ）
暖房設備・ポンプ類

躯体以外の建築全般
電気設備（機材のみ）
機械設備全般

長期使用 同上
躯体以外全般
バリアフリー対応

屋上防水・外壁塗装
内装（仕上げのみ）
電気設備（機材のみ）
機械設備全般
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ＬＣＣ構成（庁舎）

庁舎４０年ＬＣＣ
ＬＣＣ４０：３，１７１百万円
年平均：７９．３百万円

改修費
5.1%

修繕費
2.1%

維持費
23.7%

建設費
42.4%

光熱水費
21.8%

解体費
2.8%

企画設計
2.0%

改修費
19.4%

修繕費
2.2%

維持費
24 .2%

建設費
28 .8%

光熱水費
22.2%

解体費
1.9%

企画設計
1.4%

庁舎６０年ＬＣＣ
ＬＣＣ６０：４，６６７百万円

年平均：７７．８百万円

改修費
23 .9%

修繕費
2.4%

維持費
26 .6%

光熱水費
23 .0%

解体費
1.4% 企画設計

1.0%
建設費
21 .6%

庁舎８８年ＬＣＣ
ＬＣＣ８８：６，２１７百万円
年平均：７０．６百万円
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ＬＣＣ構成 （校舎）

改修費
24.0%

修繕費
4.3%

維持費
4.9%

光熱水費
14.1%

解体費
4.8% 企画設計

2.2%

建設費
45.8%

改修費
30.0%

修繕費
5.1%

維持費
5.9%

光熱水費
16.8%

解体費
3.8% 企画設計

1.8%

建設費
36.6%

校舎６０年ＬＣＣ
ＬＣＣ６０：３，１５３百万円
年平均：５２．６百万円

校舎４０年ＬＣＣ
ＬＣＣ４０：２，５２１百万円

年平均：６３．０百万円

改修費
38.5%

修繕費
5.6%

維持費
6.4%

光熱水費
17.9%

解体費
2.8% 企画設計

1.3%

建設費
27.4%

校舎８８年ＬＣＣ
ＬＣＣ８８：４，２１３百万円
年平均：４７．９百万円



6969

施設長寿命化による保有コスト縮減

0

100

200

300

400

500

600

700

800

30年間の保有コストによる比較
従 来（40年改築） ：5,567億円
長寿命（60年等改築）：4,908億円

ＬＣＣ縮減額：△659億円
（△12％、年△22億円）

試算経費（億円）

（年度）2006 2010 2015 2020 2025 2030 2035
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県有施設の長寿命化の推進

ＢＩＭＭＳの利用とＦＭへの活
用

もう少しで50年の青森県庁

目指せ、米寿！
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長寿命化の推進

施設情報システムの整備

 散逸している施設情報の一元的な把握、データの比較分析による
適正な維持管理等をはじめとした施設経営管理の 適化

 戦略的な中長期保全計画の立案

 施設管理に関する業務支援

目的

対象施設
 対象施設 211

対象外：交番等の小規模施設／県営住宅、職員公舎等の住宅系／

畜舎等の農林水産施設（試験研究所除く）／

倉庫、観測局舎等で人が常駐しない施設

 登録棟数 744
対象外：倉庫、車庫、渡り廊下等の付属建物
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対象 当面の効果 今後の効果

県全体 ・施設台帳の整備
（施設情報の把握）

・データ比較による施設間評価

・基本情報の分析
・経年データ推移の把握と将来の的確な予

測
・修繕時期の平準化
・投資の適正配分
・適正な運用改善

施設 ・施設性能の把握
（施設評価の基盤）

・保守費用・エネルギー使用
料等の最小化

・改修工事の優先度の判断
・ライフサイクルコストの最小化
・運用改善策の具体化
・施設不具合の確認・対応

施設
管理
担当者

・日常的な執行管理と処理
・書類管理
・他施設との比較
・業務に関する様式等の統一

・建物毎の管理マニュアルの作成・保管

※ゴシック体での表示は着手済項目

施設情報システムの効果



73

台帳管理台帳管理
・自己評価

施設管理部局

ストックのストックの
有効活用有効活用

安全性の確保安全性の確保
→→点検等の義点検等の義
務化務化

営繕部局

 

保全情報保全情報
システムシステム

業務支援

データデータ
ベースベース

技術的な
分析分析・・評価評価

技術情報

個別情報

全体分析

施設管理機能

基本情報管理機能

保全計画管理機能

複数施設総合評価・分析機能

土地･建物の基本的な機能､委託情報､
各種保全参考資料､情報検索・集計等

施設管理担当者の日常保全業務､不具
合､メンテナンス情報の管理・表示等

施設単位､部局単位､施設全体を対象と
した保全計画の策定､予算平準化支援
等

複数の施設にまたがり串刺し検索・分
析することによりコスト算出、ベンチマ
ークの算出等を支援する等

保全技術情報等提供機能

保全技術情報の様々な文書データ及
び標準様式を参考として登録する等

建築保全センター作成「ＢＩＭＭＳ」説明資料

施設情報システム（BIMMS）
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保全情報システム（ＢＩＭＭＳ）導入と
利用状況

システム
利用状況

対象
施設数(棟)

光熱水費・
維持管理業務委託

その他

H16 民間ＡＳＰｻｰﾋﾞｽ
利用

53施設
(102棟)

施設管理担当者入力

H17 BIMMSへ
ﾃﾞｰﾀ移行
（一括ｲﾝﾎﾟｰﾄ依

頼）

87施設
(191棟)

エクセルによる
調査結果を
一括インポート

中長期
保全計画
試行入力

H18 BIMMS
本格利用開始

229施設
(747棟)

施設管理担当者入力 保全業務
ＦＡＱのＰＲ
維持管理
業務支援
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ＢＩＭＭＳ 有料枠分予算額

ＦＭ導入
推進事業
利用分

保全情報
システム
無料利用枠

有料
利用分

有料利用
料金単価

有料
利用料金
（円）

登録棟数 746棟 600棟 146棟
100棟毎に

9,000円/年
25,200

台帳
データ容量

2,238
ＭＢ

1,000
ＭＢ

1,238
ＭＢ

100MB毎に
15,000円/年

204,750

電子書庫
データ容量

3,922
MB

50
MB

3,872
MB

100MB毎に
15,000円/年

614,250

利用
ユーザー数

185
ユーザー

50
ユーザー

135
ユーザー

50ﾕｰｻﾞｰ毎に
12,000円/年

37,800

平成22年度予算額 882,000円
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利用権限の設定

登録・修正 参照（閲覧） 複数施設

評価分析

施設管理担当者 担当施設 全施設 全施設

施設運営業務受託者

（指定管理者等）

担当施設 担当施設 担当施設

維持管理業務受託者 担当施設
（電子書庫のみ）

担当施設
（一部機能のみ）

－

営繕担当者

（出先機関）

全施設 全施設 全施設

ＦＭ担当・営繕担当 全施設 全施設 全施設

※建物情報の新規登録、マスタ編集は、ＦＭ担当・営繕担当のみ
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ＢＩＭＭＳ 保全技術情報等提供 保全業務ＦＡＱ
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ＢＩＭＭＳ活用事例 電子書庫

《共通書庫》
 保全業務ＦＡＱ
 施設管理担当者研修会資料の掲載

すぐ役立つ施設管理のポイント
法定点検一覧表
業務委託等の見積・内訳の取り方・見方
建築物の法定点検等に関する法令集
単価あれこれ 等

 清掃業務積算基準
青森県清掃業務委託料算定基準・仕様書 等

《個別施設》
 維持管理業務委託仕様書、積算根拠等
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ＢＩＭＭＳ 電子書庫（お役立ち資料）
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ＢＩＭＭＳ 光熱水費把握・比較分析
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維持管理費分析事例（清掃費）
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維持管理費分析事例（電気料金）
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ＢＩＭＭＳ 中長期保全計画管理

シミュレーション結果画面
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資産戦略とＢＩＭＭＳの活用

維持管理

施設総量

重点管理

施設現状把握

施設評価
全体概算ＬＣＣ

中長期保全計画

ＢＩＭＭＳ
コスト適正化
スペース適正化

ＢＩＭＭＳ
計画保全
長寿命化

ＢＩＭＭＳ
（書庫機能）

総量適正化
財政負担平準化

資
産
戦
略



8585

自治体ＦＭの導入・推進に向
けて
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青森県ＦＭのこれから

 トップマネジメントの支援と、次世代への価
値ある施設の継承のために

 県有施設ＦＭ活動の仕組みづくり

 県有施設利活用方針の推進

 公民連携による施設利活用

 公共や地方のＦＭ普及と連携
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都道府県（２８）

市（１１）

調査対応・講演等させて

頂いた自治体（2010年3月現在）
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自治体のＦＭアプローチ

◇「トップダウン」型
 位置づけ：首長マニュフェスト、推進プラン等
 内部統制や推進のしやすさの反面、職員とのギャップ（何を

したらいいかわからない）、揺り戻しの危惧
◇「行財革」型
 位置づけ：行財政改革大綱、集中改革プラン等

 経費削減、施設統廃合のしやすさの反面、推進主体の欠如
（委員会方式） 、職員のやらされ感（目先の対応）の危惧

◇「ＳＴＭ」型
 位置づけ：保全規程、長寿命化計画等

 技術的裏付けが万全である反面、施策反映されず計画倒れ
の危惧
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各自治体の取組
 三重県 オフィス改革（平成11年～）等
 東京都 財産利活用総合計画（平成12年～）等
 神奈川県 県有施設長寿命化指針（平成14年12月）
 武蔵野市 公共施設保全整備の方針（平成16年11月）
 北海道 北海道ＦＭ導入基本方針（平成18年3月）
 平塚市 公共施設総合的管理基本方針（平成18年9月）
 青森県 青森県県有施設利活用方針（平成19年3月）
 大阪市 市設建築物のファシリティマネジメント（平成20年2月）
 福島県 福島県県有財産 適活用計画（平成20年9月）
 福岡市 福岡市アセットマネジメント基本方針（平成20年9月）
 佐倉市 佐倉市ＦＭ推進基本方針（平成20年9月）
 奈良県 県有資産の有効活用に関する基本方針（平成20年10月）
 名古屋市 アセットマネジメント基本方針(平成21年3月）
 浜松市 浜松市資産経営推進方針（平成21年4月）
 京都府 府有施設利活用推進プラン（平成21年12月）
 長崎県 長崎県ファシリティマネジメント導入基本方針（平成22年5月）

などなど 各自治体のＨＰに公表されているＦＭ方針を策定年月順に掲載
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「自治体等ＦＭ連絡会議」の設立
 H22年2月9日設立・第1回会議開催 73団体加入（2月8日時点）

 H22年7月16日22年度第1回会議開催 70団体136名参加

 目的
自治体等においてファシリティマネジメントを推進していくためには、先進自治体の取

り組み、庁内調整など自治体固有の課題の克服過程に関する情報交換が不可欠。自
治体等のＦＭ関係者が一同に集い、顔の見える形での情報交換、交流の場を儲け、
相互の連絡機能の強化を図ること。

 構成
公共建築のＦＭと保全ネットワークの会員（国、独立行政法人、地方自治体、公

益法人に所属している組織または個人）で参加を希望する者。

参加費用、負担金なし。

 活動
会員間の情報交換、交流を目的とした会議を毎年2回程度開催。次回は7月予定。

 問合せ先（公共建築のＦＭと保全ネットワーク）
財団法人 建築保全センター 総務部情報室

電話 ０３（３５５３）００７０
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自治体のＦＭ推進（重要と考えること）

◇実施体制の整備

 トップマネジメントの支援

 現場ネットワークの構築

 ガバナンスの確立

 インハウスＦＭｅｒの育成

 組織風土・文化への浸透

 財政システムとの連動

 ノンコア業務の外部化

◇施設資産の利活用

 資産・財務・事業評価合わせ技

 ムリ・ムラ・ムダ排除の徹底

 アカウンタビリティの推進

 資産価値の見極め

 コストダウンのききめの自覚

 公会計との連動

 迅速・大量・多様への対応力
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 詳細については

青森県のファシリティマネジメントホームページ

http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/zaisan/facility-m-main.html
青森県のＨＰからは 組織別 → 総務部 → 財産管理課

 お問合せ・ご感想

zaisan@pref.aomori.lg.jp 
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資料編

資料１ ＦＭ関連情報

資料２ 自治体ＦＭのＱ＆Ａ

資料３ 庁内体制の構築

資料４ 県有施設の状況

資料５ 県立高等学校の長寿命化事例

資料６ 清掃業務委託の適正化事例

資料７ 機械警備業務委託の適正化事例

資料８ 青森県庁内ベンチャー インハウスエスコ事業
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【資料１】ＦＭ関連情報
 ＪＦＭＡ（日本ファシリティマネジメント推進協会）

公共施設ＦＭ研究部会
http://www.jfma.or.jp/index.htm

 公共建築のＦＭと保全ネットワーク・自治体等ＦＭ連絡
会議

http://www.bmmc.or.jp/system2/index.html

 ＰＲＥ戦略を実践するための手引書
国土交通省「土地総合情報ライブラリー」・ＰＲＥ（公的不動産）研究会

http://tochi.mlit.go.jp/tocjoh/PRE_index.html

 書籍
・パブリックＦＭ実践ガイドブック （ＪＦＭＡ、2008年10月）

・総解説ファシリティマネジメント（日本経済新聞出版社、2003年1月）

・ 同、追補版（日本経済新聞出版社、2009年3月）

・自治体経営改革シリーズ４ 公有資産改革（ぎょうせい、2009年1月）
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パブリックＦＭ実践ガイドブック

 2008年10月発行

 編集発行
社団法人日本ファシリティマネジメント推進
協会（ＪＦＭＡ）

公共施設ＦＭ研究部会

 コンテンツ
ＦＭ導入を図ろうとしている地方公共団体
において、どのようなプロセスで、どのよう
な視点を持ってＦＭに取り組んでいったらよ
いかを、実践的にわかりやすく、実例等を
紹介しながらまとめたガイドブック
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自治体ＦＭべからず8箇条

1. 経営トップの関与を欠かすべからず

2. 財政改革・行政改革との連携を欠かすべから
ず

3. 事務職と技術職の協働を忘れるべからず

4. 単なる頭数確保はするべからず

5. 全体俯瞰と優先順位を欠かすべからず

6. 目に見える効果を忘れるべからず

7. 組織風土を無視するべからず

8. 地道な作業を忘れるべからず

ＪＦＭＡ 公共施設ＦＭ研究部会報告書「パブリックＦＭ実践ガイド」掲載
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ＦＭ導入・推進のQ&A（青森県の場合）

 １ 導入の経緯（８問） 動機、きっかけ
 ２ 組織について（６問） 仕事のかたち
 ３ ＦＭの対象と範囲（３問） なにをどこまで
 ４ ＦＭの推進体制（５問） 統制のあり方
 ５ 施設維持管理業務委託費適正化（３問） コスト削減
 ６ 光熱水費削減（インハウスエスコ事業）（３問） 〃
 ７ ライフサイクルコスト・施設評価（６問） 道具立て
 ８ 施設情報システム （６問） 情報共有化
 ９ 公有財産の総合的な管理システム（２問） 仕組み
 １０ 青森県ＦＭの今後の課題等（２問） 先の心配
 １１ 自治体ＦＭ導入に向けて（５問） 助言、支援元

ＪＦＭＡ 公共施設ＦＭ研究部会報告書「パブリックＦＭ実践ガイド」掲載
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【資料２】自治体ＦＭのＱ＆Ａ

 掲載書籍名

（仮称）「公共ＦＭガイド」

 発行予定 2010年9月下旬予定

 企画・監修 中津元次氏

 執筆者 松成和夫氏、萩原芳孝氏、川口誠氏他

 事例紹介 青森県、武蔵野市他

 編集・発行 （財）日本ファシリティマネジメント推進協会
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自治体ＦＭのＱ＆Ａ：よくある質問と回答集

Ｑ１ ＦＭ導入のきっかけは？ 動機・きっかけ

Ｑ２ ＦＭ導入に要する年数は？ 準備・浸透

Ｑ３ ＦＭ導入により何が変わるのか？ ＦＭの効能

Ｑ４ 短期での成果を示すには？ ムラ・ムダ削減

Ｑ５ 自治体ＦＭの役割とトップの関与は？ 経営支援・継続

Ｑ６ 上位計画への位置付けは？ 実効性確保

Ｑ７ ＦＭ方針の策定と推進の方向性は？ 立案・方策

Ｑ８ ＦＭ担当組織はどこに設けるか？ 組織化

Ｑ９ 人材の確保・配置はどのように行なうか？ ＦＭ’ｅｒ

Ｑ１０ ＦＭデータベースの整備は？ 業務支援・分析

Ｑ１１ 庁内の認知と取り組みを推進するには？ 基盤づくり

Ｑ１２ 継続的な取り組みとしていくには？ 地道も大事

Ｑ１３ 自治体ＦＭの課題は？ 交流の必要性

Ｑ１４ ＦＭの生きた情報を入手するには？ 交流・連携の場

Ｑ１５ これからＦＭを導入しようとする自治体への助言をまとめると？ 助言

導入

連携・交流

推進

体制
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Ｑ１ ＦＭ導入のきっかけは？

 職員の危機感、疑問からのボトムアップが多い

 導入の類型

 行財政改革型
行財政改革大綱や集中改革プラン等への位置付け

 ストックマネジメント型
保全規程や長寿命化計画等の策定

 トップダウン型
経営層発意、職員提案への共感

自治体ＦＭのＱ＆Ａ
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Ｑ２ ＦＭ導入に要する年数は？

 導入準備は概ね3年で行なう必要あり

 準備期間が重要

 専任職員の配置

 導入後の方針づくり

 短期の成果

 ストックマネジメント型では施設台帳や長寿命化
計画等の基盤整備

自治体ＦＭのＱ＆Ａ
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Ｑ３ ＦＭ導入により何が変わるのか？

 担当者のやる気の向上！

効果 効率的利用 サービス向上 職務効率

全庁的利用調整 集約・売却促進
など総量縮減

関連業務一元化

アウトソーシング

効率的利用 標準レイアウト

フロアゾーニング
など

サインなど来庁
者からの評価

打合せスペース

長寿命化・保全 老朽化した施設
の再生

施工期間短縮 緊急工事の減少

コスト削減

取組方向

自治体ＦＭのＱ＆Ａ
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Ｑ４ 短期での成果を示すには？

 まずは、ランニングコストの施設間比較

 維持管理業務委託費

仕様・積算方法の標準化による適正化

 光熱水費
使用量が平均値よりも高い施設は、運用改善・ 設定変更、

契約種別の見直しなどにより、極めて小額のコストで削減の
可能性大

 遊休資産の“発掘“

自治体ＦＭのＱ＆Ａ
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Ｑ５ 自治体ＦＭの役割と
トップの関与は？

 自治体ＦＭの役割はトップの経営支援

 トップの関与により継続的な活動へ

 関与なければコスト削減ツールと認識

 効果をダイナミックに届けることで必要性の認
識

自治体ＦＭのＱ＆Ａ
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Ｑ６ 上位計画への位置付けは？

 全庁的な取組とするため、行財政改革大綱や集
中改革プランなどに位置付け

 組織内でのＦＭの実効性確保

 基本構想に「公共施設の計画的整備」を掲げ
たことがきっかけとなった例も

 地方行革新指針（2006年 総務省）

 公会計の整備、資産・債務改革の方向性と具
体的な施策の策定（2009年まで）

自治体ＦＭのＱ＆Ａ
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Ｑ７ ＦＭ方針の策定と
推進の方向性は？

 はじめに

 全体像の統計的俯瞰と対策の優先順位の決定

 ＦＭ方針の策定

 推進の方向性
総量縮小、効率的利用、長寿命化、環境対策、財源確保など

 実現するための方策

 保有資産の棚卸と戦略策定

自治体ＦＭのＱ＆Ａ



107

Ｑ８ ＦＭ担当組織はどこに設けるか？

 総務または財政部門が効果的
 ＦＭは、財政・行革・管財・財産管理・情報・営繕・個別施設

など部局の縦横に関連

 行政経営の中枢でトップに近い財政・行革部門との連携は
必須

 明確な事務分担（権限）に基づき一括して行なう
ことが効率的

 地方自治法第238条の2 公有財産に関する長の総合調
整権

 ＦＭ方針に基づき、利活用調整、売却、貸付、計画保全等

自治体ＦＭのＱ＆Ａ
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Ｑ９ 人材の確保・配置はどのように
行なうか？

 やる気の引き出しとモチベーションの維持には

 庁内での公募等

 経営活動として継続させるためには

 サイクルが一回りするまで導入に関わった複
数の職員を配置

 長期的視点を持って進めるには

 20年後も自分の問題となる30歳代の職員も

 総合的な経営活動とするには

 事務職と技術職の協働

自治体ＦＭのＱ＆Ａ
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Ｑ１０ ＦＭデータベースの整備は？

 検討段階は、公有財産台帳を表計算ソフトによ
るデータ化で全体像の把握と概略的な分析

 導入・推進段階は、情報収集・蓄積・分析のため
ＦＭデータベースが必要

 ＡＳＰ方式（保全情報システム「BIMMS」等）は、
施設管理者の業務支援ツールとしても活用可能

 状況と必要性に応じた段階的なデータ整備が効
率的

自治体ＦＭのＱ＆Ａ
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Ｑ１１ 庁内の認知と取り組みを
推進するには？

 上層部のＦＭに対する理解と職員の啓発

 トップマネジメントをダイナミックに話せる講師
を招聘しての講演会開催

 ＦＭの有効性・必要性の組織内での認知

 長期的な視点での 適化と併せ、短期的な取
組での削減効果や収入確保

 取組推進

 全庁的な検討会議、トップの決定、財源確保

自治体ＦＭのＱ＆Ａ
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Ｑ１２ 継続的な取組としていくには？

 地道な基盤整備
 公有財産利活用や保全等に関する規程の策定

 ＦＭデータベース等の情報共有・分析・支援ツール

 現地調査等による施設実態の把握

 「Win Win」の調整
 縦割りの問題点が見えれば、解決の横串を通しやすい

 部局毎の特性に配慮し信頼関係に基づいたファシリティの
適化を

自治体ＦＭのＱ＆Ａ
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Ｑ１３ 自治体ＦＭの課題は？

 他の自治体の状況が分からないため目標の設
定が困難

 課題解決には

 多くの自治体がＦＭに着手し、課題を共有し活
発な情報交流の展開

 不動産の専門家などがコンサルティングやアド
バイスをする場や仕組み

自治体ＦＭのＱ＆Ａ
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Ｑ１４ ＦＭの生きた情報を
入手するには？

 ＪＦＭＡ

 公共特別会員制度（2009年11月～）

公的団体のＦＭ普及・推進の支援

 公共施設ＦＭ研究部会
毎月第3木曜日に官民の会員が活発な議論と情報交換

 公共建築のＦＭと保全ネットワーク

 自治体等ＦＭ連絡会議（2010年2月発足）
自治体等の関係者が一同に集いフェースtoフェースで

様々な情報を交換するための場、会議を年2回程度開催

自治体ＦＭのＱ＆Ａ
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Ｑ１５ これからＦＭを導入しようとする
自治体への助言をまとめると？

 検討段階から推進段階までぶれない方針づくり

 データの収集・分析・整備による全体俯瞰と基盤
づくり

 トップの関与と庁内調整の場

 行財政改革の旗印あるいはトップダウン

 財政システムとの連動

 推進役となる人材確保・固定と次世代の育成

 短期の成果は、先進事例の「いいとこどり」と「カ
スタマイズ」

自治体ＦＭのＱ＆Ａ
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◇青森県ＦＭの基本姿勢
 全体像を捉え重点的に行う

 二律背反的関係の 適解を求める

 プロセスを重視し公開する

 職員の自発性により持続的に取り組む

◇ＦＭ推進組織の提案
 財政・財産管理・営繕業務を総務部に集約し、総務部長が調

整権限を持つ

 ＦＭ制度を統括する組織を「時限組織」として設置する

【資料３】庁内体制の構築
（１）取組姿勢と組織提案
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庁内体制

（２）ＦＭ推進に係る専任組織化
◇考え方

ＦＭに係る方針、基準等の実効性を確保するためには、県有財
産全体を所管する専任組織が、財産運用の企画立案とともに、施
設の利活用の調整及び資産の売却を行う一方で、必要な施設に
ついては、長寿命化のための措置等を計画的かつ効果的に行う
など、県有財産の総合的な管理・運営に係る一連の事務を一括し
て行うことが効率的である。

◇効果
 行政組織規則に基づく明確な事務分担（権限）のもとに、ＦＭの考

え方に基づく県有財産管理づくりを効果的に進めることができる。

 県有財産（土地・建物）の売却等の窓口の一本化及び多様な売却
等の手法を活用することにより県有施設の有効活用の促進を図る
ことができる。
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庁内体制

（３）財産管理課の新設（19年４月）

◇主 旨
 公有財産管理の取組の充実強化
◇組 織
 総務部財産管理課
◇定 数
 ２１名（事務１１、建築５、設備１、守衛３、技能１）
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庁内体制

（４）財産管理課の分掌事務

（１）ファシリティマネジメントに関すること
（２）公有財産の総括に関すること
（３）普通財産の管理及び処分に関すること

（４）民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進の総括に関
すること

（５）庁舎の管理及び運営の総括並びに本庁舎及び合同庁舎の管理及
び運営に関すること

（６）公舎の管理及び運営の総括並びに合同公舎の管理及び運営に関
すること

（７）県有建築物（県営住宅を除く。）及びその附帯設備の修繕に関する
こと

（８）車両保管庫の管理に関すること

（９）管理特別会計（光熱水費及び自動車の保管に係るものに限る。）
に関すること
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【資料４】施設建設の推移（竣工年・棟数）
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「平均年齢」は、27.8歳

知事部局 28.9

教育委員会 27.8

公安委員会 23.6

ＲＣ造等 25.3

Ｓ造 24.3

Ｗ造 29.2

その他 33.5

部局別平均築年数 構造別平均築年数

平成20年度末時点での「平均年齢」は26.8歳

※RC造等：鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
S造：鉄骨造 W造：木造 その他：コンクリートブロック造等
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S造

1,032棟

24.9%

W造

1,496棟

36.1%

その他

606棟

14.6%

知事庁舎

291棟

7.0%

県営住宅

166棟 3.9%

教育庁舎

43棟

1.0%

県立学校

342棟

8.3%

警察庁舎

57棟

1.4%
公舎・宿舎

110棟

2.7%

RC造等

1,009棟

24.4%

S造

423,847.88㎡

20.0%

W造

135,993.86㎡

6.4%

その他

75,799.65㎡

3.6%

知事庁舎

306,757.57㎡

14.4%

県営住宅

354,030.74㎡

16.7%

教育庁舎

93,123.15㎡

4.4%
県立学校

589,964.51㎡

27.8%

警察庁舎

76,676.38㎡

3.6%公舎・宿舎

66,745.48㎡

3.1%

RC造等

1,487,297.83㎡

70.1%

構造別の状況

棟 数

延べ面積

延床面積の7割がＲＣ造

棟数の約4割がＷ造
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庁舎等
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〔部局別の構成〕 〔用途別の構成〕

1982年
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名称 青森県立弘前工業高等学校管理教室棟

建物概要 所在地：青森県弘前市馬屋町6-2
敷地面積：26,640㎡

延床面積：5,866.56㎡（対象棟のみ）
構造：鉄筋コンクリート造 4階建て

竣工 昭和44年

◆長寿命化に至る経緯
・耐震診断の結果、管理教室棟は補強、その他の校舎は改築が必要とされた。
・平成10年、管理教室棟の耐震補強工事
・平成11年～平成16年、管理教室棟以外の校舎の改築工事
・平成12年度、県の政策形成推進調査研究事業「参加型公共施設づくりのシステム
研究」のモデルケースとして、県、弘前大学教育学部住居学研究室と建築科3年生と
の協働による管理教室棟「改修基本計画案」をとりまとめた。
・平成13年度、建築科3年生の課題研究チームが主体となり「校舎リフレッシュ計画」
を策定。平成14年度の設計業務において、基本計画として反映される。
・平成15年～平成16年、管理教室棟大規模改修工事

【資料５】県立高等学校の長寿命化事例
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●空間の適切な配置

 教室とのアクセスを考慮した
進路指導室・図書室の配置

 分割可能な選択教室の配置、
視聴覚室の面積増

 生徒用サロンやフリースペー
スの設置

●快適な室内環境の構築

 風の流れを考慮した開口部
の設置

 中廊下への採光確保
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青森県立弘前工業高等学校校舎リフ
レッシュ計画



127

改修工事概要
耐震補強 鉄骨ブレスによる補強等
躯体補強 劣化している大梁は炭素繊維シート補強、補強を要するスラブは鉄骨小梁設置
外部建具 アルミ製建具及び複層ガラスへの更新
外壁改修 クラック・浮き部処理、塗膜更新
内部改修 壁モルタル仕上げ以外の下地・仕上類は解体撤去し、断熱材施工の上、新設
設備改修 ボイラ以外の主要機器はほとんど全面更新
改修コスト 約847百万円（設計額）

▲改修前 ▲改修後
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（１）着工前 （２）解体完了

（３）躯体劣化部補強完了 （４）完成

３階 物理室
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４階 廊下

（１）着工前 （２）解体完了

（３）躯体劣化部補強完了 （４）完成
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▲トイレ

▼サロン
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選択教室
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改修工事コスト分析
耐震補強 躯体劣化補強 内部解体 内部改修 外部改修 計（円） 円／m2

直接仮設 3,333,930 4,076,049 7,776,509 5,525,486 20,711,974 3,531

躯体補強 61,272,959 0 61,272,959 10,444

内部解体 17,339,639 0 17,339,639 2,956

外部解体 0 0 0

内部建具解体 559,932 0 559,932 95

備品撤去処分 762,730 0 762,730 130

電気設備撤去 1,721,482 256,500 1,977,982 337

機械設備撤去 5,112,270 0 5,112,270 871

躯体 1,773,661 1,773,661 302

建築内部

　木工事 25,968,330 25,968,330 4,427

　建具 18,966,720 18,966,720 3,233

　内装 97,470,112 97,470,112 16,615

　ユニット・造作家具 57,653,439 57,653,439 9,827

建築外部

　屋根 0 4,502,041 4,502,041 767

　外壁 0 37,217,916 37,217,916 6,344

　建具・ガラス 38,681,266 11,148,605 49,829,871 8,494

　玄関回り 3,104,801 3,104,801 529

強電設備 33,014,810 33,014,810 5,628

弱電設備 14,544,420 1,199,760 15,744,180 2,684

給排水衛生設備 23,168,410 23,168,410 3,949

暖房設備 59,881,810 2,134,559 62,016,369 10,571

仮設工事 2,910,703 2,910,703 496

0 0

直接工事費計 64,606,889 29,572,102 385,171,491 61,728,367 541,078,849 92,231

発生材処分費 3,874,200 97,200 147,750 4,119,150 702

諸経費 0 17,413,111 6,503,698 90,002,012 15,613,883 129,532,704 22,080

工事価格 82,020,000 39,950,000 473,540,000 77,490,000 673,000,000 114,718

消費税 0 4,101,000 1,997,500 23,677,000 3,874,500 33,650,000 5,736

設計価格 140,016,450 86,121,000 41,947,500 497,217,000 81,364,500 846,666,450 144,321

設計価格（円／m2) 23,867 14,680 7,150 84,754 13,869 144,321
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【資料６】清掃業務委託の適正化事例

清掃委託の状況
 全委託額の３割（１０億円）を占める

 業務仕様が大まか

 積算が賃金払い（滞在時間の対価）

 清掃作業員の余裕

 業務内容がわかりやすい（＝改善が見えやすい）

試行対象（通年の委託）
 １７年度 ３７施設（５百万円超、２,５００円/㎡超）

 １８年度 ７０施設（１百万円超、２,０００円/㎡超）
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委託金額（3,386百万円）業種分類

2 警備

12.0%

13 総合ﾋﾞ

ﾙ管理

4.2%

12 特殊

設備

2.1%

11 昇降

機

1.4%
10 浄化

槽

4.3%

9 給排水

2.6%

1 清掃/

廃棄物

31.6%

5 建築/

植栽

10.7%

3 除排雪

/受付

3.7%
4 環境衛

生/防除

0.3%

6 消防/

防災

2.6%

7 電気/

通信

6.2%

8 暖冷房

18.3%

県の維持管理業務委託の概要

調査年度：平成１５年度
調査施設：２５６施設

委託件数（2,499件）業種分類

7 電気/

通信

7.0%

8 暖冷房

17.8%

2 警備

6.6%

13 総合

ﾋﾞﾙ管理

0.2%

12 特殊

設備

1.9%

11 昇降

機

2.1%

10 浄化

槽

8.0%

9 給排水

9.3%

1 清掃/

廃棄物

24.5%

5 建築/

植栽

7.1%

3 除排雪

/受付

4.6%
4 環境衛

生/防除

1.6%

6 消防/

防災

9.2%

契約件数 約２千５百件
契約金額 約３４億円
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施設管理担当者
の意見

 予定価格を作成する積算基準が
定かでないため、前年踏襲か業者見積どおりとせざるを得ない

 施設維持管理業務についての知識、情報に乏しく、適正な維
持管理について不安がある

 適正な維持管理を行うには、業務レベルについての標準的な
仕様が必要である

 施設の老朽化が進み、維持管理が困難になってきている

 適正な施設維持管理のために、専門的な知識を有する専任担
当者の配置が必要である

 適正な維持管理をしようにも、予算が年々削減されており、対
応が困難になっている
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適正化の手法

１ 積算方法の標準化 －「積算基準」の採用
２ 委託仕様の標準化 －「共通仕様書」の採用
３ 数量公開 －入札参加者に積算数量を公開

委託料算定基準
（試案）

特記仕様書
（試案）

積算プログラム

 「配置する人数」ではなく「清掃を行う面積」
 労務数量は積算基準による客観性
 労務単価は地域の実態に即した適正な金額
 作業する範囲と方法は仕様書に明示

 公開数量と「積算基準」により入札金額の積算
が可能

 業務内容に変更があった場合にも円滑な契約
変更が可能
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共通仕様書と積算基準
（国土交通省監修）

「標準歩掛かり」

全国調査（昭和６３年～平成５年）
の統計値

部屋、仕上げ、作業内容毎の各清
掃員の標準的な作業人数

仕様項目についての単位数量あ
たりの労務量

標準的な委託仕様は「歩掛かり」に
よる積算の組み立てが可能
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ルールとツールの必要性

統一ルール

 委託設計額（予定価格）の積算方法と根拠

 業務仕様の明確化と標準化（業務品質の確保）

 透明性・競争性を高める発注方式

簡便ツール

 新任者でも積算できる計算ソフト

 年度更新や変更への対応が簡単

 事務の軽減に貢献



139

委託料の算定式
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清掃回数とコスト
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策定した基準類と標準書式等
（斜体は既存のもの）

１．委託料積算関係
予定価格の根拠とする委託設計額の積算に係る基準等
①「青森県清掃業務委託料算定基準」
②「青森県清掃業務委託料算定基準」数量取扱要領
③「青森県清掃業務委託料算定基準」の運用（取扱注意）
④「青森県建築保全業務単価表（年度版）」（取扱注意）
⑤「建築保全業務積算基準（国交省監修）」の標準歩掛かり

２．委託業務仕様関係
委託契約の業務仕様を規定するための標準書式等
①「青森県清掃業務特記仕様書」
②「青森県清掃業務特記仕様書」記載要領
③「建築保全業務共通仕様書（国交省監修）」（清掃関連）
④「清掃回数標準（案）」
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施設規模と㎡単価（全体）

県病

保健
大

総合学校教育センター

図書館＋社会教育セン
ター

さわらび園

つくしが
丘

縄文時遊
館

運転免許セン
ター

郷土
館

自治研修所
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施設規模と㎡単価（中小規模）
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施設規模と㎡単価（削減額）
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施設用途と㎡単価（削減後）
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清掃委託削減のコストデータ

年間の㎡あたり平均単価（荷重平均）

従前２,７２９円 → 削減後２,１０６円（△６２３円）

１７年度 ３７施設（１６４千㎡）２,２８５円（△６９０円）

１８年度 ３３施設（ ５６千㎡）１,６６２円（△４１５円 ）

清掃回数現状１９施設（ ７４千㎡）２,７９８円（△３５４円）

清掃回数減 ５１施設（１４６千㎡）１,７８６円（△７５０円）

☆設計額２億４千万円削減の

半分はムダ・ムラの排除、半分は施設の努力☆
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取組の流れ

 実態調査の整理・分析（７～９月）
 施設担当者へのヒアリング（１０～１１月）
 県ビルメン協会へのヒアリング（１０～１１月）
 基準類と標準書式等（試行案）の策定（１２月）
 施設管理担当者説明会（１月）
 清掃業者説明会（２月）
 仕様書・設計書作成支援（１２～２月）
 発注契約（年度末・始）
 事後調査（施設管理者、受託者）（７月）
 改善点の整理・修正（８～９月）
 単価改定（１月）

→２回目試行（１８年度） →全施設実施（１９年度）
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適正化に着手した委託業務
業務分類

（網掛が着手業務）

日常
維持
管理

定期
点検
保守

1 清掃 ○

2 廃棄物処理 ○

3 警備 ○

4 受付電話交換等 ○

5 建築 ○

6 自動ドア ○

7 外構 ○

8 除排雪 ○

9 消防・防災設備 ○

10 受変電設備 ○

11 電話通信設備 ○

12 電気その他設備 ○

業務分類
（網掛が着手業務）

日常
維持
管理

定期
点検
保守

13 環境衛生管理 ○ ○

14 設備運転監視 ○

15 ボイラー ○ ○

16 暖冷房設備 ○

17 油タンク ○

18 給排水その他設備 ○

19 浄化槽 ○

20 昇降機 ○

21 特殊機器その他設備 ○

22 総合ﾋﾞﾙ管理 ○ ○

23 定期報告等 ○

24 その他
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【資料７】機械警備業務委託の適正化事例

１．背景
○毎年度、一者随意契約を繰り返し
○地方自治法改正を受け、県は「長期継続契約を締結す

ることができる契約を定める条例」（平成１７年１２月１
６日公布、１８年４月１日施行）制定

２．見直し事項
１）長期継続契約（５年）の導入
２）指名競争入札による発注

競争性の確保／周期的な機材更新の促進
３）業務仕様の見直し・標準化

警備体制の強化・適正化
４）積算方法の統一

共通の積算項目、単価、経費率等／委託料の削減
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実態調査結果

 県立学校契約８８件すべてが随意契約

 受注者と受注地区の傾向

受託者 件数 予定価格 契約金額 契/予 構成比 東青 西北 中南 上北 下北 三八

Ａ社 36 36,696,256 36,564,864 99.6% 40% 2 12 4 4 7 7

Ｂ社 16 16,780,568 16,726,980 99.7% 18% 4 2 3 1 1 5

Ｃ社 8 7,639,212 7,399,360 96.9% 8% 6 2

Ｄ社 6 6,388,704 6,344,100 99.3% 7% 1 5

Ｅ社 5 5,215,192 5,106,552 97.9% 6% 5

Ｆ社 4 4,536,924 4,461,450 98.3% 5% 4

計 75 77,256,856 76,603,306 99.2% 83% 16 14 12 11 8 14

合計 88 93,410,737 92,477,353
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県立学校機械警備の適正化

平成１８年度 ７６の県立学校（設置後５年経過）

１）学校運営の観点から機械警備の制約条件や要望を再
整理

・セキュリティレベルと警戒エリアの設定
・設置機器の統一ルールの策定等

２）透明性・競争性を確保する発注・契約事務
・契約約款作成、統一仕様書の見直し
・積算ルールと積算プログラムの策定
・機械警備業者情報の共有化

３）円滑な機械警備の切替
・警備体制に空白が生じない円滑な切替
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適正化の目的と考え方

【目的】学校の夜間等の盗難や異常事態の防止・抑制、総合的強化
・特に警戒を要する事項の強化
・機械警備を５年周期で更新し 新技術レベルを維持

（１）貴重物等の警戒
・「守るべき重要なもの」の特定、厳重警戒
・検知位置の認識、警戒物等を中心に二重に検知できる配備

（２）即応体制の強化
・検知直後に基地局から110番通報
・個別認識、誤作動・誤報を防止する信頼性の高い機器装置

（３）業務の合理化
・校舎、部室等の建物周辺の外部を重点的に巡回

（４）委託料の縮減努力
・特に警戒を要しない部分の明確化、コンパクトでメリハリある警戒
・散在する書類等の保管見直し集約化
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積算方法の策定

共通費：積算基準を適用

直接業務費：県警備業協会と協議

 個別アドレスのあるパッシブセンサー（立体型・
長距離型）を標準

 モデル学校に機器配置し試算

 機器の耐用年数を７年に設定

 労務費は公共建築工事積算基準（国土交通省）
等を適用
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直接業務費の項目設定

１． 遠方監視業務費
（１）直接人件費

監視人件費、機動人件費
（２）遠方監視システム費

Ａ システム設備費
受信設備、回線収容装置、無線設備、警戒情報設備

Ｂ システム運用費
回線使用料、機動車両費、警戒情報運用費

２． 警備機器等設備費
（１）材料・機器費

リース料（耐用年数７年の減価償却５年相当）
（２）労務費

機器設置費、撤去費、保守点検費
３． 敷地内警備業務費
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策定した基準類と標準書式等

１．委託料積算関係
予定価格の根拠とする委託設計額の積算に係る基準等

①「青森県機械警備業務委託料算定基準」

②「青森県機械警備業務委託料算定基準」の運用（取扱注意）

③「青森県建築保全業務単価表（年度版）」（取扱注意）

２．委託業務仕様関係
委託契約の業務仕様を規定するための標準書式等

①「建築保全業務委託契約約款」

②「青森県立学校機械警備業務仕様書」

③「青森県立学校機械警備業務仕様書」作成・積算作業要領
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施設別設計額の増減
従前設計額（17年度）100%に対する新設計額の比率

 76施設合計83,090千円→81,693千円(△1,392千円△1.7％)
 従前設計額が小さい施設が上がり大きい施設が下がる傾向

小 従前の設計額 大
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施設規模と㎡単価

年間の㎡あたり平均単価
従前１２６円→新設計１２３円

（△３円）
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取組の成果

 機能向上（警戒体制強化）の達成

 長期継続契約の早期導入

委託設計額の削減にはならなかったものの

競争性確保の結果

 平均入札率：９８.６％ （随意契約）

→ ９０.５％（指名競争入札、見積合わせ）

 契約額従前比較：△１１．２％
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取組の流れ

 教育庁へ申し入れ（１月）

 施設管理者との協議（１～２月）

 県警備業協会との協議（１～３月）

 警備機器等実態調査（機械警備業者あて）（２月）

 基準類、標準書式等の策定（３月）

 機械警備業者説明会（５月）

 施設管理者説明会（６月）

 発注・契約（６月～１１月）

６月３校/７月15校/８月16校/９月13校/10月15校/11月14校



 １７～１８年度の２ヶ年で１７～１８年度の２ヶ年で４９４９施設を実施し、施設を実施し、
削減実績額削減実績額 ５，３０３万円／年５，３０３万円／年を達成を達成

（ＣＯ２排出量（ＣＯ２排出量 ▲１，６７２▲１，６７２ ｔｔ ／年）／年）

 省エネ手法の開拓により、省エネ手法の開拓により、少額の資金少額の資金、、 簡単な簡単な
調整等調整等でもでも大きな省エネルギー効果大きな省エネルギー効果をを

もたらすことをもたらすことを実証実証

 青森県に適した手法を開拓し、青森県設備設計青森県に適した手法を開拓し、青森県設備設計
基準に反映基準に反映

 設備機器運転管理への設備機器運転管理への技術支援技術支援が必要が必要

 ３８施設に対し、電力契約の見直しを提案３８施設に対し、電力契約の見直しを提案
（全県有施設にわたり電力量の使用状況を調
査・検討）

 全国に先駆け設備職員が自ら取り組んだ全国に先駆け設備職員が自ら取り組んだ
省エネルギー改善事業省エネルギー改善事業

インハウスエスコ事業の成果インハウスエスコ事業の成果

県有施設の快適設備空間を実現県有施設の快適設備空間を実現

平成１９年３月２６日現平成１９年３月２６日現
在在

【資料８】青森県庁内ベンチャー インハウスエスコ事業
《《職員自ら取り組む県有施設の省エネルギー改善職員自ら取り組む県有施設の省エネルギー改善》》
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施設管理者 建設業関係者

省エネルギーへの取り組みを支援

適正運用のチェックとして活用

本事業による省エネルギー手法
＋

現に有する技術力

↓
省エネルギー技術能力の向上

省エネルギービジネスの可能性省エネルギービジネスの可能性

35の削減手法を全県有施設・市町村及び建設業関係者に配布

省エネルギーの技術支援を要望 要望に即した技術支援が可能
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機器の運転等の 適化
機器運転命令条件の確認

換気ファン等自動運転温度、
暖房自動運転
スケジュール等の見直し

運転効率の向上

温水暖房の凍結防止センサー位置
見直し

 省エネ設備の作動状況確認
インバーター、台数制御

自然エネルギー利用
昼光利用、外気冷房の制御改善

省エネ自動制御の導入

ベース機停止制御、暖房器の発停
制御の導入

 契約の見直し等

電力契約見直し、下水道減免申請、
誘導灯の消灯

ｳｫｰｸｽﾙ－ｳｫｰｸｽﾙ－

改善工事改善工事 省エネ改善提省エネ改善提
案案

インハウスエスコ事業の着目点インハウスエスコ事業の着目点
設備職員が４０施設を調査設備職員が４０施設を調査

省エネ手法を開拓省エネ手法を開拓

詳細診断詳細診断

3535の削減手法の削減手法 231231提案提案

青森県のインハウスエスコ事業
《設備職員が取り組んだ省エネルギー改善》

詳細は、 http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/zaisan/inhouseesco-top.html


